
  
浜

松

市

長

・

北

脇

保

之

様

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
2

0
0

0

年

４

月

2
8

日

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

静

岡

県

西

部

地

区

平

和

遺

族

会

 

会

 
 

長

 
 

 
 

 
 

 
 

印

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

浜

松

市

憲

法

を

守

る

会

 
 

 
 

 
 

 
 

代

表

委

員

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

印

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

公

開

質

問

書

 

  
 

平

素

、

浜

松

市

政

の

た

め

に

お

働

き

下

さ

り

、

敬

意

を

表

し

ま

す

。

 

 
 

 

私

た

ち

は

、

昨

年

８

月

1
3

日

、
「

財

団

法

人

・

静

霊

奉

賛

会

」

が

、

静

岡

県

護

国

神

社

の

本

殿

改

築

・

鳥

居

建

立

・

そ

の

他

に

お

い

て

、

中

心

的

役

割

を

果

た

す

な

ど

、

特

定

宗

教

法

人

に

貢

献

す

る

特

別

な

関

係

に

あ

る

こ

と

を

、

資

料

（

静

岡

県

護

国

神

社

史

）

に

基

づ

い

て

説

明

し

た

上

で

、
「

浜

松

市

」

と

「

静

霊

奉

賛

会

」

の

関

係

を

憂

慮

し

、
「

憲

法

に

基

づ

き

、

政

教

分

離

の

原

則

に

立

っ

て

、

浜

松

市

の

行

政

を

推

進

し

て

戴

き

た

い

」

と

要

請

致

し

ま

し

た

。

 

 

し

か

し

、
市

長

は

、「
次

第

に

改

善

し

て

き

て

い

る

の

で

、
こ

れ

ま

で

通

り

の

方

針

で

行

く

」

こ

と

を

表

明

さ

れ

、

私

た

ち

の

要

請

を

受

け

入

れ

ら

れ

ま

せ

ん

で

し

た

。

 

 

し

か

し

、

私

た

ち

（

上

記

２

団

体

の

会

員

２

名

他

）

は

、

昨

年

1
0

月

2
2

～

2
3

日

、

静

岡

県

護

国

神

社

境

内

に

於

い

て

開

催

さ

れ

た

、

静

霊

奉

賛

会

の

追

悼

式

と

、

静

岡

県

護

国

神

社

例

大

祭

（

慰

霊

祭

）

と

に

列

席

し

、

そ

の

実

状

を

つ

ぶ

さ

に

拝

見

さ

せ

て

戴

き

ま

し

た

。

 

 
 

そ

こ

で

明

ら

か

に

な

っ

た

こ

と

は

、

静

霊

奉

賛

会

の

追

悼

式

と

、

特

定

宗

教

法

人

・

静

岡

県

護

国

神

社

の

例

大

祭

と

が

、

同

日

・

同

会

場

（

同

拝

殿

前

）
・

同

招

待

者

（

２

日

間

で

遺

族

約

４

千

人

）

で

、

す

べ

て

が

一

連

の

も

の

と

し

て

挙

行

さ

れ

た

こ

と

で

あ

り

、

両

者

が

「

特

別

な

ゆ

着

関

係

に

あ

る

」

と

判

断

す

る

ほ

か

あ

り

ま

せ

ん

で

し

た

。

 

  
 

そ

こ

で

、

以

上

の

こ

と

を

踏

ま

え

て

、

市

長

に

、

若

干

の

質

問

を

さ

せ

て

戴

き

ま

す

。

 

 

◆

質

問

①

 

 
 

静

霊

奉

賛

会

が

、

特

定

の

宗

教

法

人

・

静

岡

県

護

国

神

社

と

特

別

な

関

係

に

あ

る

こ

と

を

、

 

こ

れ

ま

で

も

知

っ

て

お

ら

れ

ま

し

た

か

、

お

伺

い

し

ま

す

。

 

 

◆

質

問

②

 

 
 

静

霊

奉

賛

会

が

、

特

定

の

一

宗

教

法

人

・

静

岡

県

護

国

神

社

と

、

特

別

の

ゆ

着

関

係

に

あ

 

る

「

財

団

法

人

」

で

あ

る

こ

と

が

判

明

し

て

も

、

今

な

お

「

公

益

法

人

」

だ

と

お

考

え

で

す

 

か

、

お

伺

い

し

ま

す

。

 

 

◆

質

問

③

 

 
 

静

霊

奉

賛

会

が

、

特

定

の

一

宗

教

法

人

・

静

岡

県

護

国

神

社

と

、

特

別

の

ゆ

着

関

係

に

あ

 

る

こ

と

が

判

明

し

て

も

、

尚

、

同

会

浜

松

支

部

の

事

務

局

を

、

浜

松

市

役

所

内

（

地

域

福

祉

 

課

）

に

置

き

続

け

る

つ

も

り

で

す

か

、

お

伺

い

し

ま

す

。

 

 

◆

質

問

④

 

 
 

静

霊

奉

賛

会

が

、

特

定

の

一

宗

教

法

人

・

静

岡

県

護

国

神

社

と

、

特

別

な

深

い

関

係

に



あ
 

る

こ

と

が

判

明

し

て

も

、

尚

、

本

年

８

月

1
5

日

に

開

催

予

定

の

、

市

主

催

・

戦

没

者

追

悼

平
 

和

祈

念

式

典

に

、
同

会

浜

松

支

部

の

協

賛

を

受

け

続

け

ま

す

か

、
お

伺

い

し

ま

す

。

 

  
 

静

 
岡

 

県

 

知

 

事

 

 
 

 
 

静

霊

奉

賛

会

会

長

 
 

 

石

川

 

嘉

延

様

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
2

0
0

0

年

５

月

９

日

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

静

岡

靖

国

問

題

連

絡

協

議

会

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

代

 
 

表

 
 

 
 

 
 

 
 

 

印

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

静

岡

県

西

部

地

区

平

和

遺

族

会

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

会

 
 

長

 
 

 
 

 
 

 
 

 

印

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

浜

松

市

憲

法

を

守

る

会

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

代

表

委

員

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

印

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

印

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

印

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

公

開

質

問

書

 

  
 

平

素

、

県

政

の

た

め

に

お

働

き

下

さ

り

、

敬

意

を

表

し

ま

す

。

 

  
 

私

た

ち

は

、

憲

法

2
0

条

と

同

8
9

条

に

定

め

ら

れ

た

「

信

教

の

自

由

」

と

「

政

教

分

離

」

が

正

し

く

守

ら

れ

る

こ

と

を

願

い

、

日

常

活

動

を

続

け

て

い

る

市

民

団

体

で

す

。

 

 

こ

の

上

記

団

体

に

属

す

る

会

員

の

有

志

が

、
昨

年

1
0

月

2
2

～
2

3

日

に

開

催

さ

れ

た

静

霊

奉

賛

会

・

追

悼

式

と

、

静

岡

県

護

国

神

社

・

例

大

祭

と

に

列

席

し

、

追

悼

式

と

例

大

祭

が

一

連

の

も

の

と

し

て

挙

行

さ

れ

た

こ

と

、

さ

ら

に

、

知

事

が

、

県

議

会

議

長

と

共

に

、

特

定

の

宗

教

法

人

・

同

神

社

例

大

祭

に

参

列

さ

れ

、

拝

殿

内

に

入

り

、

霊

前

に

礼

拝

し

、

慰

霊

の

辞

を

述

べ

、

玉

串

を

奉

献

す

る

な

ど

、

公

式

参

拝

以

上

の

宗

教

上

の

特

別

な

役

割

を

果

た

さ

れ

た

こ

と

を

、

拝

殿

内

の

ア

ナ

ウ

ン

ス

等

に

よ

っ

て

、

見

聞

さ

せ

て

戴

き

ま

し

た

。
 

  

以

上

の

こ

と

を

踏

ま

え

て

、

若

干

の

質

問

を

さ

せ

て

戴

き

ま

す

の

で

、

５

月

末

日

ま

で

に

ご

回

答

下

さ

る

よ

う

に

お

願

い

致

し

ま

す

。

 

 
 

◆

質

問

Ⅰ
 

 
 

知

事

の

行

為

は

、

信

教

の

自

由

を

定

め

た

憲

法

2
0

条

、

具

体

的

に

は

、

最

高

裁

判

決

（

愛

 

媛

玉

串

料

違

憲

訴

訟

：1
9

9
7

年

４

月

）

の

「

地

方

公

共

団

体

が

、
特

定

の

宗

教

団

体

に

対

し

 

て

…

特

別

な

関

わ

り

合

い

を

持

つ

こ

と

は

、

一

般

の

人

に

対

し

て

、

県

が

特

定

宗

教

団

体

を

 

支

援

し

て

お

り

、

そ

れ

ら

の

宗

教

団

体

が

、

他

の

宗

教

団

体

と

は

異

な

る

特

別

な

も

の

で

あ

 

る

と

の

印

象

を

与

え

、

特

定

の

宗

教

へ

の

関

心

を

呼

び

起

こ

す

も

の

と

言

わ

ざ

る

を

得

な

 
 

い

」

と

す

る

違

憲

判

決

に

、

全

面

的

に

反

す

る

も

の

と

考

え

ま

す

が

、

お

伺

い

し

ま

す

。

 

 

◆

質

問

Ⅱ
 

 
 

 
 

な

ぜ

、

財

団

法

人

・

静

霊

奉

賛

会

の

戦

没

者

追

悼

式

が

、

宗

教

法

人

・

静

岡

県

護

国

神

社

 

の

例

大

祭

（

慰

霊

祭

）

の

同

日

、

同

場

所

（

拝

殿

前

）
、

同

招

待

者

（

２

日

間

で

遺

族

約

４

 

千

人

）

で

、

一

連

の

も

の

と

し

て

挙

行

さ

れ

た

の

で

す

か

、

そ

の

理

由

を

お

伺

い

し

ま

す

。

 

 



◆

質

問

Ⅲ
 

 
 

 
 

特

定

の

宗

教

団

体

と

、
特

別

な

関

係

を

持

っ

て

い

る

静

霊

奉

賛

会

に

、
県

費

を

支

出
（

平

 

成

1
1

年

度

1
4

4

万

円

）
す

る

こ

と

は

、
公

金

支

出

禁

止

を

定

め

た

憲

法

8
9

条

に

抵

触

し

ま

す

 

の

で

、

同

奉

賛

会

へ

の

支

出

を

中

止

し

、

同

奉

賛

会

が

特

定

の

宗

教

と

関

わ

り

な

く

独

自

の

 

活

動

を

さ

れ

る

し

か

な

い

と

考

え

ま

す

が

、

お

伺

い

し

ま

す

。

 

 

◆

質

問

Ⅳ
 

 

①

静

霊

奉

賛

会

は

、

静

岡

県

護

国

神

社

史

に

よ

る

と

、

同

神

社

本

殿

建

築

、

鳥

居

（

一

、

二

、

 
 

東

）

建

立

、

社

務

所

建

築

等

に

際

し

て

、

そ

の

資

金

集

め

に

中

心

的

役

割

を

果

た

し

た

こ

 
 

と

が

明

記

さ

れ

て

お

り

、

同

奉

賛

会

が

、

同

神

社

に

貢

献

す

る

特

別

な

関

係

に

あ

る

こ

と

 
 

は

明

か

で

す

。

さ

ら

に

、

前

記

の

よ

う

に

、

同

奉

賛

会

・

追

悼

式

と

、

同

神

社

・

例

大

祭

 
 

と

を

一

連

の

も

の

と

し

て

行

う

特

別

な

関

係

に

も

あ

り

ま

す

。

 

 
 
 

 

し

か

る

に

、

こ

の

よ

う

な

特

定

宗

教

団

体

と

ゆ

着

し

た

同

奉

賛

会

に

、

静

岡

県

が

公

金

 
 

を

支

出

（

平

成

1
0

年

度

7
6

0
万

円

、

1
1

年

度

7
2

0

万

円

、

1
2

年

度

予

算

6
4

9

万

円

)

し

て

い

ま

 
 

す

が

、

こ

れ

は

憲

法

2
0

条

・

8
9

条

に

照

ら

し

、
明

ら

か

に

違

反

す

る

も

の

と

考

え

ら

れ

ま

 
 

す

が

、

お

伺

い

し

ま

す

。
 

  

②

同

奉

賛

会

・

平

成

1
1

年

度

の

予

算

書

に

、

秋

季

慰

霊

費

（

追

悼

式

)

：

2
,
5

6
1

,
0

0
0

円

と

組

 
 

ま

れ

て

い

ま

す

。

本

団

体

有

志

が

列

席

し

た

の

は

、

こ

の

追

悼

式

で

す

が

、

僅

か

1
2

分

間

 
 

の

追

悼

式

費

用

と

し

て

は

余

り

に

も

巨

額

で

す

。
こ

の

予

算

の

使

途

明

細

を

お

伺

い

し

ま

 
 

す

。

 

  

③

同

奉

賛

会

決

算

書

（

平

成

1
0

年

度

）

に

よ

る

と

、

春

季

慰

霊

祭

に

1
,
0

8
4

,
6

0
4

円

、

秋

季

 
 

慰

霊

祭

に

は

2
,5

6
7

,6
9

0

円

が

支

出

さ

れ

て

い

ま

す

が

、

そ

の

使

途

明

細

を

お

伺

い

し

ま

 
 

す

。

 

  

④

同

奉

賛

会

決

算

書

（

平

成

1
0

年

度

）

に

よ

る

と

、

県

支

出

金

の

中

に

、

1
)

県

事

業

委

託

金

 
 

6
,0

8
0

,0
0

0

円

 
2

)

県

補

助

金

 
1

,5
2

0
,0

0
0

円

と

あ

り

ま

し

た

が

、
「

県

委

託

事

業

」

と

 
 

は

何

か

、

ま

た

そ

の

使

途

明

細

、

更

に

補

助

金

の

使

途

明

細

に

つ

い

て

も

お

伺

い

し

ま

す

。

 

 

◆

質

問

Ⅴ
 

 
 

 
 

平

成

1
1

年

度

、

財

団

法

人

・

静

霊

奉

賛

会

事

業

計

画

の

「

２

」

に

、
「

慰

霊

施

設

の

維

持

 

管

理

に

は

、

特

に

留

意

し

」

と

あ

り

ま

す

が

、

そ

の

慰

霊

施

設

と

は

何

を

さ

す

の

か

、

明

ら

 

か

に

し

て

下

さ

い

。

 

   

＊

付

記

 

 
 

私

た

ち

は

、

か

つ

て

、

県

知

事

に

、

＜

「

静

岡

県

」

と

「

静

霊

奉

賛

会

」

の

関

係

＞

に

関

 

し

て

質

問

を

し

、

そ

れ

に

対

し

て

「

静

岡

県

護

国

神

社

・

例

大

祭

に

県

職

員

を

派

遣

す

る

こ

 

と

を

中

止

す

る

」

と

い

う

回

答

（

1
9

7
8

年

２

月

・

山

本

知

事

）

を

頂

き

、

両

者

の

関

係

に

多

 

少

の

改

善

が

な

さ

れ

た

こ

と

を

知

っ

て

は

い

ま

す

が

、

改

め

て

質

問

さ

せ

て

戴

き

ま

し

た

。

 

 



  
＜

解

説

＞

 

 
 

秋

の

奉

賛

会

追

悼

式

は

、

拝

殿

前

で

1
0

時

3
0

分

～

1
0

時

4
2

分

（

約

1
2

分

間

）

で

終

了

。

引

き

続

い

て

直

ち

に

1
0

時

4
5

分

～

1
2

時

2
0

分

頃

ま

で

、

護

国

神

社

の

例

大

祭

へ

そ

の

ま

ま

移

行

。

例

大

祭

は

、

約

１

時

間

2
0

分

（

こ

ち

ら

が

本

番

）
。

招

待

者

（

遺

族

）

も

、

全

員

そ

の

ま

ま

一

連

の

慰

霊

祭

へ

。

拝

殿

前

の

ア

ナ

ウ

ン

ス

も

同

じ

。

吹

奏

楽

団

も

同

じ

。

テ

ン

ト

も

同

じ

。

県

知

事

は

、

追

悼

式

で

挨

拶

し

、

例

大

祭

へ

公

式

参

加

。

奉

賛

会

長

も

、

知

事

も
（

同

一

人

物

）
、
共

に

特

定

宗

教

法

人

の

宗

教

活

動

を

支

援

し

、
促

進

の

た

め

に

大

き

な

寄

与

を

し

た

こ

と

は

、

ま

ぎ

れ

も

な

い

事

実

で

あ

る

。

 

    
 

静

 

岡

 

県

 

知

 

事

 

 
 

 
 

静

霊

奉

賛

会

会

長

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
石

川

 

嘉

延

様

 

 
 

静

岡

県

援

護

恩

給

室

室

長

 
 

 
 

 
 

大

塩
 

正

治

様

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
2

0
0

0

年

５

月

2
2

日

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
静

岡

靖

国

問

題

連

絡

協

議

会

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
代

 
 

表

 
 

中

川

 
 

弘

 
 

印

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

静

岡

県

西

部

地

区

平

和

遺

族

会

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

会

 
 

長

 
 

本

村

 

春

海

 
 

印

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

浜

松

市

憲

法

を

守

る

会

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

代

表

委

員
 

 

溝

口

 
 

正

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

小

林

 
 

眞

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

井

原
 

素

三

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

先

日

は

、

私

た

ち

の

公

開

質

問

書

を

、

知

事

に

代

わ

っ

て

お

受

け

下

さ

り

、

そ

の

質

問

に

関

し

て

、

少

し

く

ご

協

議

下

さ

っ

た

こ

と

に

、

ま

ず

お

礼

申

し

上

げ

ま

す

。

 

  

し

か

し

、

私

た

ち

は

、

そ

の

協

議

の

中

で

な

さ

れ

た

、

驚

く

べ

き

重

大

な

発

言

に

つ

い

て

は

、

こ

の

ま

ま

放

置

す

る

わ

け

に

は

ま

い

り

ま

せ

ん

。

 

  
 

そ

れ

は

、
大

塩

室

長

ら

が
「
（

昨

年

1
0

月

2
2

日

開

催

の

追

悼

式

・

例

大

祭

に

）
知

事

は

、

公

用

車

で

、
公

務

で

参

り

ま

し

た

。
ま

た

、
私

た

ち

職

員

６

～

７

名

も

、
同

じ

く

公

用

車

で

、

公

務

で

参

り

ま

し

た

」

と

発

言

さ

れ

た

こ

と

で

す

。

 

 

そ

の

発

言

に

つ

い

て

、

私

た

ち

は

、
「

今

、

こ

ん

な

風

に

、

お

っ

し

ゃ

い

ま

し

た

ね

」

と

、

重

ね

て

確

認

さ

せ

て

戴

き

ま

し

た

。

 

  

し

か

る

に

、
私

た

ち

の

公

開

質

問

書

の

、
第

１

の

質

問

こ

そ

、
「

知

事

が

、
上

の

よ

う

な

こ

と

な

ど

、

な

さ

ら

な

か

っ

た

で

し

ょ

う

ね

」

と

い

う

こ

と

に

他

な

り

ま

せ

ん

。

 

 
 

前

述

の

大

塩

室

長

の

発

言

を

踏

ま

え

て

、

明

確

に

ご

回

答

下

さ

る

よ

う

に

お

願

い

致

し

ま

す

。

 

  

ま

た

、

上

記

発

言

の

故

に

、

追

加

の

質

問

を

さ

せ

て

戴

き

ま

す

。

先

回

の

に

加

え

て

、

５

月

末

ま

で

に

ご

回

答

下

さ

い

。

 

 

◆

質

問

Ⅵ
 



 
 

職

員

の

参

加
（

派

遣

）
に

つ

い

て

は

、
少

し

形

は

違

い

ま

す

が

、
「

誤

解

を

与

え

な

い

よ

う

に

、

例

大

祭

に

は

、

県

職

員

の

派

遣

を

中

止

す

る

(
1

9
7

8

年

)

」

と

の

、

当

時

の

知

事

の

回

答

が

あ

っ

た

に

も

か

か

わ

ら

ず

、
い

つ

の

ま

に

か

反

故

に

な

っ

て

い

る

こ

と

を

、
前

述

の

通

り

、

自

ら

話

さ

れ

ま

し

た

。

 

 
 

な

ぜ

、

回

答

を

無

視

し

て

、

参

加

（

派

遣

）

さ

れ

た

の

か

、

お

答

え

下

さ

い

。

 

    
 

 
 

 
 

 

憲

法

施

行

五

三

周

年

記

念

日

に

！

 

 

◆

日

本

国

憲

法

も

、

今

日

で

、

施

行

五

三

年

で

す

。

 

 

◆

私

た

ち

の

憲

法

は

、
前

文

に

、
「

日

本

国

民

は

、
国

家

の

名

誉

に

か

け

、
全

力

を

あ

げ

て

こ

 

の

崇

高

な

理

想

と

目

的

を

達

成

す

る

こ

と

を

誓

ふ

」

と

明

記

し

て

あ

り

、

 

 
 

①

 

国

 

民

 

主

 

権

 

 
 

②

 

基

 

本

 

的

 

人

 

権

 

 
 

③

 

平

 

和

 

主

 

義

 

 
 

 

の

三

本

柱

を

据

え

た

、

世

界

に

誇

る

「

平

和

憲

法

」

そ

の

も

の

で

す

。

 

 

◆

し

か

し

、

現

在

の

日

本

の

状

況

は

、

こ

の

憲

法

の

目

的

を

推

進

し

て

い

る

で

し

ょ

う

か

？

 

・

残

念

な

が

ら

、

そ

う

で

は

あ

り

ま

せ

ん

。

ど

こ

ろ

か

、

衆

参

両

院

に

「

憲

法

調

査

会

」

が

設

 

置

さ

れ

、

憲

法

が

論

議

さ

れ

つ

つ

あ

り

ま

す

。

 

・

勿

論

、

憲

法

論

議

は

必

要

で

し

ょ

う

。

け

れ

ど

も

、

今

回

の

「

憲

法

調

査

会

」

の

設

置

の

経

 

緯

を

冷

静

に

見

る

と

、

現

憲

法

の

理

解

を

よ

り

深

め

、

国

民

の

権

利

・

自

由

・

平

等

を

確

保

 

し

、

国

際

平

和

に

貢

献

す

る

道

を

探

る

と

い

う

よ

う

な

前

向

き

の

論

議

で

は

な

く

、

あ

る

流

 

れ

の

「

改

正

の

も

く

ろ

み

…

特

に

第

九

条

」

が

最

初

に

あ

っ

て

、

そ

れ

ら

を

隠

し

て

進

め

ら

 

れ

て

い

る

と

し

か

思

え

な

い

の

で

す

。

 

 

◆

そ

の

根

拠

は

、

昨

年

、

自

自

公

の

勢

力

が

強

行

に

押

進

し

た

次

の

こ

と

に

あ

り

ま

す

。
 

 

①

国

民

主

権

を

奪

う

「

日

の

丸

・

君

が

代

（

国

旗

・

国

歌

）

法

案

」

 

 

②

基

本

的

人

権

を

奪

う

「

通

信

傍

受

（

盗

聴

）

法

案

」

 

 

③

平

和

憲

法

へ

の

挑

戦

で

あ

る

「

新

・

ガ

イ

ド

ラ

イ

ン

（

戦

争

協

力

）

法

案

」

 

 

◆

冒

頭

の

三

本

柱

と

比

べ

て

下

さ

い

！

 

 

残

念

な

が

ら

、

三

つ

と

も

そ

の

柱

が

崩

さ

れ

て

し

ま

い

、

そ

の

総

決

算

と

し

て

、

憲

法

を

改

 

正

し

よ

う

と

し

て

い

る

と

、

言

わ

ざ

る

を

得

な

い

の

で

す

。

 

 

◆

こ

ん

な

こ

と

を

、

許

し

て

も

よ

い

の

で

し

ょ

う

か

！

 

 

◆

憲

法

記

念

日

の

今

日

、

憲

法

の

原

点

に

立

っ

て

「

平

和

憲

法

」

を

掲

げ

直

そ

 

う

で

は

あ

り

ま

せ

ん

か

！
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│

 
 

二

〇

〇

〇

年

五

月

三

日

（

水

）

…

第

五

三

回

・

憲

法

記

念

日

…

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
│

 

 
 

 
│

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

浜

 

松

 

市

 

憲

 

法

 

を

 

守

 

る

 

会

 
 
│

 

 
 

 
│

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

事

務

局

 
 

浜

松

市

紺

屋

町

三

〇

一

～

十

五

 
 
│
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「

新

靖

国

神

社

法

案

」

反

対

署

名

の

理

由

 

 

①

靖

国

神

社

の

始

ま

り

は

？

 

 
 

・

明

治

維

新

に

貢

献

し

た

官

軍

の

戦

死

者

を

祀

る

「

東

京

招

魂

社

」

を

建

立

(
1

8
6

2
･

M
2

年

）

 

・

こ

れ

を

明

治

天

皇

が

別

格

官

弊

社

「

靖

国

神

社

」

と

改

名

(
1

8
7

2
･

M
1

2

年

）

 

 
 

・

多

く

の

菊

の

紋

章

で

飾

ら

れ

、

大

祭

日

の

変

更

な

ど

は

、

天

皇

の

許

可

が

必

要

と

い

う

 
 

「

天

皇

の

神

社

」

と

な

っ

て

い

っ

た

。

 

 
 

・

以

後

、

日

清

・

日

露

・

太

平

洋

戦

争

な

ど

の

戦

死

者

が

続

々

と

合

祀

さ

れ

た

（

神

と

し

て

 
 

祀

ら

れ

た

）

が

、

空

襲

や

、

原

爆

な

ど

の

一

般

の

犠

牲

者

は

、

祀

ら

れ

な

い

。

 

 

②

靖

国

神

社

の

果

た

し

た

役

割

は

？

 

 

・

国

民

を

戦

争

に

動

員

す

る

と

き

、

死

後

の

栄

誉

（

英

霊

＝

神

と

し

て

祀

る

）

を

約

束

し

て

 
 

送

り

出

し

た

→

戦

意

高

揚

を

計

っ

た

！
 

 

 

・

従

っ

て

、

靖

国

神

社

は

、

陸

海

軍

省

の

管

轄

下

に

置

か

れ

、

国

費

（

税

金

）

で

運

営

さ

れ

、

 
 

宮

司

達

は

、

公

務

員

。

 

 
 

・

遺

族

の

不

満

や

悲

し

み

を

昇

華

さ

せ

る

た

め

に

、

戦

死

者

の

慰

霊

祭

を

、

靖

国

神

社

大

祭

 
 

日

に

会

わ

せ

、

天

皇

を

招

い

て

大

々

的

に

セ

レ

モ

ニ

ー

を

行

う

が

、

遺

族

の

中

か

ら

「

人

 
 

殺

し

」
「

我

が

子

を

返

せ

」

と

い

う

悲

痛

な

叫

び

が

あ

が

っ

た

こ

と

も

あ

っ

た

。

 

 

③

「

国

家

神

道

」

と

は

？

 

 

・

日

本

国

家

と

神

社

神

道
（

伊

勢

神

宮

、
靖

国

神

社

、
そ

の

他

の

神

社

）
と

を

結

び

つ

け

、

 
 

全

日

本

人

の

拝

む

べ

き

対

象

と

し

て

強

制

し

た

た

め

「

国

家

神

道

」

と

呼

ば

れ

る

。

 
 

 
 

 

こ

れ

に

よ

っ

て

、
国

民

は

、
心

の

自

由

を

始

め

、
思

想

や

信

教

の

自

由

を

奪

わ

れ

、
反

 
 

対

す

る

者

は

弾

圧

さ

れ

、

獄

死

す

る

者

も

多

く

あ

っ

た

。

 
 

 

④

日

本

国

憲

法

で

は

、
「

国

家

神

道

」

や

「

靖

国

神

社

」

は

、

ど

う

な

っ

た

か

？

 

 

・

日

本

国

憲

法

に

基

づ

く

「

宗

教

法

人

法

」

に

よ

っ

て

、

神

社

神

道

は

、

国

家

か

ら

完

全

に

 
 

分

離

さ

れ

、

靖

国

神

社

も

、

ど

こ

に

で

も

あ

る

神

社

・

寺

院

・

教

会

な

ど

と

全

く

同

じ

の

 
 

一

宗

教

法

人

（

団

体

）

と

な

っ

た

。

 

 

⑤

こ

れ

ま

で

の

保

守

政

権

が

し

て

き

た

こ

と

は

？

 

 

・
保

守

政

権

は

、
自

衛

隊

増

強

と

同

時

に

、「
靖

国

神

社

国

営

化

法

案

」
を

提

出

し

、
更

に

、

 
 

「

靖

国

神

社

公

式

参

拝

」

が

出

来

る

よ

う

な

法

案

を

考

え

て

は

き

た

が

、

い

ず

れ

も

憲

法

 
 

違

反

が

明

確

な

た

め

、

当

然

、

実

現

し

て

い

な

い

。

 

 

⑥

な

ぜ

今

、
「

新

靖

国

神

社

法

案

」

を

準

備

す

る

の

か

？

 

 

・

米

軍

へ

の

戦

争

協

力

が

、
「

周

辺

事

態

法

」

と

し

て

成

立

し

、

こ

れ

が

発

動

さ

れ

る

と

、 
 

戦

争

で

死

ぬ

自

衛

隊

員

が

出

て

き

ま

す

。
こ

の

た

め

に

、「
新

靖

国

神

社

法

案

」
が

考

え

 
 

出

さ

れ

て

き

た

の

で

す

。

 

 
 

・

も

し

、

徴

兵

制

で

も

実

施

さ

れ

た

な

ら

、

こ

の

問

題

は

、

若

い

あ

な

た

自

身

の

問

題

と

な

 
 

る

で

し

ょ

う

し

、

子

や

孫

の

問

題

と

も

な

る

で

し

ょ

う

。

 

 
 

・

そ

の

悲

劇

（

戦

死

）

を

阻

止

す

る

た

め

に

、

今

回

の

署

名

が

必

要

な

の

で

す

。

 

 



★

歴

史

の

教

訓

に

学

び

つ

つ

、

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ぜ

ひ

署

名

に

ご

協

力

下

さ

い

！
 

   

「

新

靖

国

神

社

法

案

」

反

対

署

名

の

理

由

！

 

 

◆

靖

国

神

社

と

は

？
 

  
 

靖

国

神

社

と

は

、

明

治

維

新

に

貢

献

し

た

官

軍

の

戦

死

者

を

ま

つ

る

「

東

京

招

魂

社

」

と

し

て

建

立

さ

れ

ま

し

た

が

、
後

に

、
明

治

天

皇

が
「

靖

国

神

社

」
と

改

名

し

、「
天

皇

の

神

社

」

へ

と

移

行

さ

れ

ま

し

た

。

 

 

と

共

に

、
戦

前

の

日

本

国

家

は

、
国

家

と

神

社

神

道
（

伊

勢

神

宮

な

ど

）
と

を

結

び

つ

け

、

個

人

の

信

教

の

自

由

を

奪

い

、

全

日

本

人

の

拝

む

べ

き

も

の

と

し

て

、

神

社

参

拝

を

強

制

し

つ

つ

、

国

家

の

統

制

を

計

り

、

そ

の

中

心

に

「

靖

国

神

社

」

を

据

え

た

の

で

す

。

 

 

さ

ら

に

、

国

民

を

戦

争

に

動

員

す

る

と

き

、

死

後

の

栄

誉

（

英

霊

＝

神

と

し

て

ま

つ

る

）

を

約

束

し

て

送

り

出

し

た

こ

と

に

よ

っ

て

、
こ

の

靖

国

神

社

は

、
「

戦

意

高

揚

」
を

計

る

こ

と

に

も

、

特

別

な

貢

献

を

致

し

ま

し

た

。

 

 

そ

の

こ

と

か

ら

、

日

清

・

日

露

・

太

平

洋

戦

争

な

ど

の

戦

死

者

が

、

神

と

し

て

ま

つ

ら

れ

て

い

ま

す

が

、

空

襲

や

、

原

爆

な

ど

の

一

般

の

犠

牲

者

は

、

ま

つ

ら

れ

て

お

ら

ず

、

そ

れ

故

に

、

靖

国

神

社

は

、
「

戦

争

の

為

の

神

社

」
「

戦

争

賛

美

の

神

社

」

と

も

言

わ

れ

て

い

る

の

で

す

。

 

  

し

か

し

、

現

在

の

憲

法

の

施

行

に

よ

っ

て

、

国

家

と

宗

教

が

完

全

に

分

離

さ

れ

、

靖

国

神

社

も

、

国

か

ら

切

り

離

さ

れ

、

他

の

宗

教

団

体

と

同

じ

、

一

つ

の

宗

教

団

体

に

な

っ

た

の

で

す

。

 

  

け

れ

ど

も

、

昨

年

、

米

軍

へ

の

戦

争

協

力

が

、
「

周

辺

事

態

法

」

と

し

て

成

立

し

、

こ

れ

が

発

動

さ

れ

る

と

、
戦

争

が

始

ま

り

、
戦

死

す

る

自

衛

隊

員

が

出

て

く

る

可

能

性

が

あ

り

ま

す

。

そ

の

時

の

受

け

皿

と

し

、
さ

ら

に

、
国

の

た

め

に

喜

ん

で

死

ぬ

軍

人

が

現

れ

る

こ

と

を

願

い

、

靖

国

神

社

を

、

改

め

て

「

特

別

な

神

社

」

と

扱

う

た

め

に

、
「

新

靖

国

神

社

法

案

」

が

考

え

出

さ

れ

て

き

た

の

で

す

。

 

  

今

後

も

し

、

徴

兵

制

で

も

実

施

さ

れ

た

な

ら

、

こ

の

問

題

は

、

若

い

あ

な

た

自

身

の

問

題

と

な

る

で

し

ょ

う

し

、

子

や

孫

の

問

題

と

も

な

る

で

し

ょ

う

。

 

 
 

そ

の

悲

劇
（

戦

死

）
を

阻

止

す

る

た

め

、
ま

た

、
個

人

の

信

教

の

自

由

を

守

る

た

め

に

も

、

今

回

の

署

名

が

必

要

な

の

で

す

。

 

 

★

歴

史

の

教

訓

に

学

び

つ

つ

、

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ぜ

ひ

署

名

に

ご

協

力

下

さ

い

！

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（

易

し

い

・

改

訂

版

）

 

   
 

西

遠

地

域

連

帯

す

る

労

働

組

合

会

議

各

位

 

 
 

 
 

 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
2

0
0

0

年

５

月

1
7

日

発

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

浜

松

市

憲

法

を

守

る

会

 

代

 

表

 

委

 

員

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

溝

口

 
 

正

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

小

林

 
 

眞

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

井

原

 

素

三

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

４

０

０

回

記

念

平

和

行

進

へ

の

ご

支

援

の

お

願

い

 

  

吹

く

風

も

夏

め

い

て

ま

い

り

ま

し

た

が

、

西

遠

地

域

連

帯

す

る

労

働

組

合

会

議

に

結

集

さ

れ

る

皆

様

に

お

か

れ

ま

し

て

は

、

お

仕

事

に

、

ま

た

労

働

組

合

運

動

に

と

、

益

々

ご

健

勝

に

て

お

働

き

の

こ

と

と

ご

推

察

申

し

上

げ

ま

す

。

 

 

さ

て

私

ど

も

「

浜

松

市

憲

法

を

守

る

会

」

は

、1
9

6
7

年

「

建

国

記

念

の

日

」

と

い

う

装

い

の

下

に

、

明

治

・

大

正

・

昭

和

と

天

皇

神

格

化

の

基

礎

と

な

っ

て

き

た

紀

元

節

（

２

月

1
1

日

）

が

復

活

し

て

き

た

こ

と

に

反

対

し

て

、

国

民

主

権

の

憲

法

を

守

り

、

人

権

・

平

和

を

確

立

す

る

た

め

に

、

毎

月

１

回

・

第

２

日

曜

午

後

の

小

さ

な

平

和

行

進

を

始

め

、

来

る

６

月

1
1

日

（

日

）

で

、

満

4
0

0

回

（

3
3

年

4

ヶ

月

）

を

迎

え

る

こ

と

に

な

り

ま

す

。

 

 

し

か

し

、

私

た

ち

の

願

い

に

反

し

て

、

国

会

で

は

、
「

憲

法

調

査

会

」

が

設

置

さ

れ

、

平

和

憲

法

が

改

悪

さ

れ

そ

う

な

危

機

的

状

況

に

あ

り

ま

す

。
 

 

つ

き

ま

し

て

は

、

来

る

６

月

1
1

日

（

日

）

の

、

第

4
0

0

回

平

和

行

進

を

記

念

し

、

意

義

あ

ら

し

め

る

た

め

に

、

貴

連

帯

す

る

会

議

、

皆

さ

ん

の

ご

支

援

と

激

励

を

戴

き

た

く

、

こ

こ

に

ご

案

内

と

、

お

願

い

を

申

し

上

げ

ま

す

。

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

＜

記
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１

。

日

時

 
 

2
0

0
0

年

６

月

1
1

日

（

日

）

午

後

１

時

～

２

時

半

（

予

定

）

 

 
 

２

。

場

所

 
 

浜

松

市

役

所

玄

関

前

 

 
 

３

。

内

容

 
 

集

会

（

ﾒ
ｯ
ｾ
ｰ
ｼ
ﾞ

と

、

意

見

交

換

）

の

後

、

新

川

公

園

ま

で

平

和

行

進

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

  
 

（

問

い

合

わ

せ
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市

紺

屋
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3
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1
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浜
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代

 

表

 

委
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正
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井

原

 

素

三

 

  
 

 
 

 
 

 

４

０

０

回

記

念

平

和

行

進

へ

の

ご

支

援

の

お

願

い

 

  

吹

く

風

も

夏

を

思

わ

せ

る

よ

う

な

気

配

の

中

、

各

社

に

お

か

れ

ま

し

て

は

、

益

々

ご

健

勝

に

て

お

働

き

の

こ

と

と

ご

推

察

申

し

上

げ

ま

す

。

 

 



 
さ

て

私

ど

も

「

浜

松

市

憲

法

を

守

る

会

」

は

、

1
9

6
7

年

、
「

建

国

記

念

の

日

」

と

い

う

装

い

の

下

に

、

明

治

・

大

正

・

昭

和

と

天

皇

神

格

化

の

基

礎

と

な

っ

て

き

た

紀

元

節

（

２

月

1
1

日

）

が

復

活

し

て

き

た

こ

と

に

反

対

し

て

、

国

民

主

権

の

憲

法

を

守

り

、

人

権

・

平

和

を

確

立

す

る

た

め

に

、

毎

月

１

回

・

第

２

日

曜

午

後

の

小

さ

な

平

和

行

進

を

始

め

、

来

る

６

月

1
1

日

（

日

）

で

、

満

4
0

0

回

（

3
3

年

4

ヶ

月

）

を

迎

え

る

こ

と

と

な

り

ま

し

た

。

 

  

し

か

し

、

私

た

ち

の

願

い

に

反

し

て

、

国

会

で

は

、

衆

参

両

院

に

「

憲

法

調

査

会

」

が

設

置

さ

れ

、

ま

さ

に

平

和

憲

法

が

改

悪

さ

れ

そ

う

な

状

況

で

す

。

そ

れ

に

加

え

、

森

首

相

が

国

民

主

権

と

は

全

く

反

対

の

、
「

神

の

国

発

言

」
を

な

し

、
そ

れ

を

撤

回

し

よ

う

と

も

致

し

ま

せ

ん

。

 

  

こ

の

よ

う

な

中

で

あ

る

か

ら

こ

そ

、

来

る

第

4
0

0

回

平

和

行

進

を

記

念

し

、

よ

り

意

義

あ

ら

し

め

る

た

め

に

、

皆

さ

ま

の

ご

支

援

と

激

励

を

戴

き

た

く

、

こ

こ

に

ご

案

内

申

し

上

げ

ま

す

。

 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

＜

記

＞

 

 
 

 
 

１

。

日

時

 
 

2
0

0
0

年

６

月

1
1

日

（

日

）

午

後

１

時

～

２

時

半

（

予

定

）

 

 
 

２

。

場

所

 
 

浜

松

市

役

所

玄

関

前

 

 
 

３

。

内

容

 
 

集

会

（

ﾒ
ｯ
ｾ
ｰ
ｼ
ﾞ

と

、

意

見

交

換

）

の

後

、

新

川

公

園

ま

で

平

和

行

進

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

  
 

（

問

い

合

わ

せ

 

浜

松

市

紺

屋

町

3
0

1

～

1
5
 

 

℡

4
5

3

～

4
5

9
0
 

 

小

林

 

眞

）

 

 


